
「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」


今年の２月の千葉県議会で、この条例案は継続審議となりました。


なぜ、この条例が上程されてきたのか？なぜ継続審議となったのか？


この条例案はどんな過程で生れてきたのか？


さまざまな疑問があることと思います。今回、「千葉県障害者差別をなくす研究会」座長である野沢さんをお招きし、この条例案についての勉強会を企画しました。まず、この条例案のことをよく知ろうというのが目的です。そしてなぜ必要といわれるのか、一緒に考えてみませんか？








日　時　６月７日（水）　１０：００～１２：００


場　所　ふれあい２２　大ホール


　　　　　　松戸市五香西３－７－１


講　師　野沢和弘氏


（千葉県障害者差別をなくす研究会座長）


内　容　①条例案の説明


②「やっぱり必要・みんなでつくろう」


意見交換会








参加費無料　（手話通訳あり）


この条例案に関心のある方は誰でも参加していただけます


参加申し込みは必要ありません





主催　松戸手をつなぐ育成会　


共催　ＮＰＯ松戸市障害者団体連絡協議会


　　　　ＮＰＯはなまる　　ＮＰＯねばぁらんど　　（その他の関係機関にも依頼中）


協力　生活支援まつどネット　バリアフリーまつど市民会議　　松戸市民ネットワーク


問い合わせ先　：　中核地域生活支援センターまつど　ほっとねっと


　　　　　　　　　　　　電話　０４７－３０９－７６７７








